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規 則

北海道循環型社会形成の推進に関する条例施行規則をここに公布する。
平成２１年１月２３日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第４号

北海道循環型社会形成の推進に関する条例施行規則
（趣旨）
第１条 この規則は、北海道循環型社会形成の推進に関する条例（平成２０年北海道条例第９０
号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
（道外産業廃棄物の搬入事前協議）
第２条 条例第２４条第１項の規定による協議は、別記第１号様式の協議書により行うものと
する。
２ 条例第２４条第１項第４号の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
� 道外産業廃棄物の搬入の目的
� 道外産業廃棄物の荷姿
� 道外産業廃棄物を排出する事業場又は中間処理施設の名称及び所在地
� 道外産業廃棄物の排出の工程
� 当該道外産業廃棄物以外の廃棄物の混入を防止する方法

� 道内において道外産業廃棄物の処理を行う者
３ 第１項の協議書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
� 道外排出事業者等の事業の概要を記載した書類
� 道外排出事業者等が中間処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法
律第１３７号。以下「廃棄物処理法」という。）第１２条第３項に規定する中間処理業者を
いう。）の場合にあっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和４６年厚
生省令第３５号。以下「省令」という。）第１０条の６に規定する産業廃棄物処分業の許可
証の写し又は省令第１０条の１８に規定する特別管理産業廃棄物処分業の許可証の写し

� 道外産業廃棄物の性状の分析の結果を示す書類
� 道内において道外産業廃棄物の処理を行う者が有する当該処理に係る省令第１０条の２
に規定する産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し、省令第１０条の６に規定する産業廃棄
物処分業の許可証の写し、省令第１０条の１４に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業の
許可証の写し又は省令第１０条の１８に規定する特別管理産業廃棄物処分業の許可証の写し

� 道外排出事業者等が廃棄物処理法第１５条第１項又は第１５条の２の５第１項の規定に基
づく北海道知事又は札幌市長、函館市長若しくは旭川市長（以下「北海道知事等」とい
う。）の許可を受けて道内に設置した産業廃棄物処理施設において、自ら道外産業廃棄
物を処理する場合にあっては、当該施設に係る省令第１２条の５に規定する許可証の写し

� 当該道外産業廃棄物の運搬の用に供する施設の種類及び数量を明らかにする書類（当
該道外産業廃棄物の運搬を行う者が廃棄物処理法第１４条第１項、第１４条の２第１項、第
１４条の４第１項又は第１４条の５第１項の規定に基づく北海道知事等の許可を受け、当該
許可に係る事業の用に供する施設を用いる場合を除く。）

� 当該道外産業廃棄物の処分の用に供する施設の種類、数量、設置場所及び処理能力を
明らかにする書類（第５号に該当する場合及び当該道外産業廃棄物の処分を行う者が廃
棄物処理法第１４条第６項、第１４条の２第１項、第１４条の４第６項又は第１４条の５第１項
の規定に基づく北海道知事等の許可を受け、当該許可に係る事業の用に供する施設を用
いる場合を除く。）

� 当該道外産業廃棄物の処分を行う者（当該処分に係る廃棄物処理法第１４条第６項、第
１４条の２第１項、第１４条の４第６項又は第１４条の５第１項の許可を受けた者を除く。）
が、当該道外産業廃棄物を再生利用した物を売却する場合にあっては、売却に関する計
画書

� 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
４ 条例第２４条第４項の規定による通知を受けて道外産業廃棄物の搬入を行った道外排出事
業者等が、当該道外産業廃棄物の搬入の期間の終了後、引き続き道外産業廃棄物の搬入を
行うため同条第１項の規定による協議を行う場合において、前回の協議の際に提出した前
項各号（第３号を除く。）に掲げる書類の内容に変更がないときは、当該書類の添付を省
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略することができる。
５ 条例第２４条第２項第４号の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。
� 水銀又はその化合物を含む産業廃棄物を処理し、水銀を回収する施設で特殊な処理を
行うものとして知事が定めるもの

� 産業廃棄物の最終処分場（施設の設置者が、知事が別に定めるところにより、道外産
業廃棄物の処分量の減量に関する計画を知事に提出し、その内容について知事が妥当と
認めたものに限る。）

６ 条例第２４条第４項第２号（条例第２５条第２項において準用する場合を含む。）に規定す
る処理は、次に掲げる基準を満たすものとする。ただし、他の法令で基準が定められてい
る場合は、この限りでない。
� 施設に搬入される道外産業廃棄物の量に対する道外産業廃棄物の循環的な利用に伴っ
て発生する最終処分が必要な残さの量（排ガス対策等のための添加剤等の量は除く。）
の割合（以下「残さ発生率」という。）が１００分の１０以下であること。

� 再使用の場合にあっては、施設に搬入される道外産業廃棄物の量に対する当該施設か
ら再使用の目的で搬出される量及び当該施設内で再使用される量の和の割合（以下「再
使用率」という。）が１００分の９０以上であること。

� 再生利用の場合にあっては、施設へ搬入される道外産業廃棄物の量に対する当該施設
から再生品又は再生品の原料（以下「再生品等」という。）として再生利用の目的で搬
出される量及び当該施設内で再生品等として再生利用される量の和（水分及び再生利用
の過程において添加される物の量を除く。）の割合（以下「再生利用率」という。）が
１００分の７０以上であること。
� 熱回収の場合にあっては、道外産業廃棄物の燃焼により供給する熱量に対する道外産
業廃棄物の燃焼により有効利用される熱量の割合（以下「熱回収率」という。）が１００
分の８５以上であること。

� 発電の場合にあっては、次の計算式で算出する道外産業廃棄物を燃焼させることによ
り得られる熱エネルギー量に対する道外産業廃棄物を燃焼させることにより得られる発
電量の比（以下「発電効率」という。）が１００分の２０以上であること。
発電効率＝３．６Ｉ／ＫＬ
（この式において、Ｉ、Ｋ及びＬは、それぞれ次の値を表すものとする。
Ｉ 発電量（キロワット時）
Ｋ 道外産業廃棄物の燃焼量（キログラム／時）
Ｌ 道外産業廃棄物の発熱量（メガジュール／キログラム））

� 発電と発電以外の熱利用を組み合わせる場合（以下「複合熱利用」という。）にあっ
ては、熱回収率と発電効率の和（以下「複合熱利用率」という。）が１００分の５０以上で
あること。

７ 条例第２４条第４項第６号（条例第２５条第２項において準用する場合を含む。）の規則で
定める事項は、次に掲げるとおりとする。
� 道外産業廃棄物の数量が、搬入しようとする道内の産業廃棄物の処理施設の処理能力
に適したものであること。

� 道外産業廃棄物の性状が、搬入しようとする道内の産業廃棄物の処理施設の処理方法
に適したものであること。
（協議の内容の変更）
第３条 条例第２５条第１項の規定による協議は、変更しようとする日の３０日前までに別記第
２号様式の協議書により行うものとする。
２ 前項の協議書には、前条第３項各号に掲げる書類のうち変更しようとする内容に係る書
類を添付しなければならない。
３ 条例第２５条第１項ただし書の規則で定める軽微な変更は、搬入する道外産業廃棄物の数
量の減少並びに次に掲げる変更で道外産業廃棄物の性状及び搬入量に変更がないものとす
る。
� 道外排出事業者等の氏名又は住所（法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在
地又は代表者の氏名）の変更

� 道外産業廃棄物の荷姿の変更
� 道外産業廃棄物を排出する事業場又は中間処理施設の追加又は廃止
� 道外産業廃棄物を排出する事業場又は中間処理施設の名称又は所在地の変更
� 道外産業廃棄物の排出の工程の変更
� 搬入期間全体として１年を超えない範囲の道外産業廃棄物の搬入の期間の変更
� 道外産業廃棄物の運搬の経路の変更（積替えを伴う運搬が追加される場合を除く。）
� 当該道外産業廃棄物以外の廃棄物の混入を防止する方法の変更
� 生活環境の保全のために講ずる措置の内容の変更
� 道外産業廃棄物の運搬を行う者の変更
４ 条例第２５条第３項の規定による届出は、別記第３号様式の届出書を提出して行うものと
する。
５ 前項の届出書には、前条第３項各号に掲げる書類のうち変更した内容に係る書類を添付
しなければならない。
（道外産業廃棄物の搬入及び処理の実績に係る報告）
第４条 条例第２６条の規定による報告は、条例第２４条第２項各号に掲げる施設以外の施設に
搬入した道外産業廃棄物について、別記第４号様式の報告書を提出して行うものとする。
２ 前項の報告は、６月３０日までに、その年の３月３１日以前の１年間における道外産業廃棄
物の搬入について行わなければならない。
（道外産業廃棄物の搬入及び処理の状況の公表）
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第５条 条例第２８条の規定による公表は、道外産業廃棄物の搬入事前協議に係る道外産業廃
棄物の種類ごとの搬入量及び処分の方法について行うものとする。
（身分証明書の様式）
第６条 条例第３０条第２項（条例第３５条第２項において準用する場合を含む。）の身分を示
す証明書は、別記第５号様式とする。
（産業廃棄物を保管する場所の届出）
第７条 条例第３１条第１項の規定による届出は、別記第６号様式の届出書を提出して行うも
のとする。
２ 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
� 保管の場所の付近の見取図
� 保管の場所の区域及び面積を明らかにする平面図及び立面図
� 積替え、処分等のための保管上限及び保管の高さの計算書
� 前３号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
３ 条例第３１条第１項第２号の規則で定める場合は、次に掲げるとおりとする。
� 事業者が自ら設置した廃棄物処理法第１５条第１項又は第１５条の２の５第１項の許可を
受けた施設で保管する場合

� ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（平成１３年法律第
６５号）第２条第１項に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管する場合
� 天災その他の特別な事情によるやむを得ない一時的な保管として知事が認めた場合
４ 条例第３１条第２項の規定による届出は、別記第７号様式の届出書を提出して行うものと
する。
５ 前項の届出書には、第２項各号に掲げる書類及び図面のうち変更した内容に係る書類又
は図面を添付しなければならない。
（委託した処分の状況の確認及び記録等）
第８条 条例第３２条第１項の規定による確認は、当該委託に係る産業廃棄物の処分を受託し
た者（以下「処分受託者」という。）がその受託した処分を行う施設において事業者自ら
又は事業者の代理人（処分受託者を除く。）が実地に調査する方法により行うものとする。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
� 廃棄物処理法第１２条の５第１項又は省令第８条の１９に規定する場合
� 省令第１０条の４第３項（省令第１０条の９第３項、省令第１０条の１６第２項及び省令第１０
条の２２第３項において準用する場合を含む。）の規定による認定を受けた者に処分を委
託した場合

２ 条例第３２条第１項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
� 当該委託に係る処分が行われる施設の状況
� 当該委託に係る処分のための産業廃棄物の保管の状況

３ 条例第３２条第１項の規定による記録は、第１項の方法により確認した上で、次に掲げる
事項を記録する方法により行うものとする。ただし、同項各号に掲げる場合は、この限り
でない。
� 確認した年月日
� 確認した者の氏名
� 確認の方法
� 当該委託に係る処分の実施の状況
� 当該委託に係る処分が行われる施設の状況
� 当該委託に係る処分のための産業廃棄物の保管の状況
４ 事業者は、代理人に調査させた場合にあっては、代理人から書面により前項各号に掲げ
る事項に関する報告を受けるものとする。
５ 条例第３２条第１項の規定による記録（前項の書面を含む。）は、事業者の事務所に備え
置き、同条第１項の規定による確認をした日から起算して５年を経過する日までの間、保
存しなければならない。
（特定施設）
第９条 条例第３６条の規則で定める施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭
和４６年政令第３００号。以下「政令」という。）第７条第３号、第５号、第８号及び第９号
から第１４号までに掲げる施設とする。
（変更）
第１０条 条例第３６条の規則で定める変更は、廃棄物処理法第１５条第２項第４号から第７号ま
でに掲げる事項の変更（廃棄物処理法第１５条の２の５第１項ただし書の環境省令で定める
軽微な変更を除く。）（廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律（平成
９年法律第８５号）附則第５条第４項の規定により読み替えられた廃棄物処理法第１５条の２
の５第１項の規定が適用される場合にあっては、産業廃棄物処理施設の構造又は規模の変
更（同項ただし書の環境省令で定める軽微な変更を除く。））とする。
（特定施設設置等予定者に該当しない者）
第１１条 条例第３６条の規則で定める者は、次のとおりとする。
� 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成１１年法律第
１１７号）第２条第３項第１号又は第２号に掲げる者によって選定された同条第５項に規
定する選定事業者（同条第４項に規定する選定事業を行う場合に限る。）

� 廃棄物処理法第１５条の４の２第１項の認定を受けた者（当該認定に係る施設を設置し、
又は変更する場合に限る。）

� 廃棄物処理法第１５条の４の４第１項の認定を受けた者（当該認定に係る施設を設置し、
又は変更する場合に限る。）
（立地に配慮すべき事項）
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第１２条 条例第３６条の規則で定める事項は、次のとおりとする。
� 水道法（昭和３２年法律第１７７号）第３条第２項に規定する水道事業又は同条第４項に
規定する水道用水供給事業の用に供する水道及び同条第６項に規定する専用水道の水源
となる原水へ影響を与えるおそれがないこと。

� 次に掲げる施設から５００メートル以上離れていること。
ア 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する学校
イ 図書館法（昭和２５年法律第１１８号）第２条第１項に規定する図書館
ウ 博物館法（昭和２６年法律第２８５号）第２条第１項に規定する博物館及び同法第２９条
に規定する博物館に相当する施設として文部科学大臣又は都道府県の教育委員会が指
定したもの
エ 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第１項に規定する病院及び同条第２項
に規定する診療所
オ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第３８条第１項に規定する保護施設
カ 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第５条の３に規定する老人福祉施設（同法第
２０条の７の２に規定する老人介護支援センターを除く。）
キ 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第３１条に規定する身体障害者福祉セン
ター
ク 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５条第１２項に規定する障害者支援施
設、同条第２１項に規定する地域活動支援センター及び同条第２２項に規定する福祉ホー
ム並びに同法附則第４１条第１項に規定する身体障害者更生援護施設、同法附則第４８条
に規定する精神障害者社会復帰施設（同法附則第４６条の規定による改正前の精神保健
及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第５０条の２第５項に規定
する精神障害者福祉工場を除く。）及び同法附則第５８条第１項に規定する知的障害者
援護施設
ケ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第７条第１項に規定する児童福祉施設
コ 母子及び寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）第３８条に規定する母子福祉施設
サ 売春防止法（昭和３１年法律第１１８号）第３６条に規定する婦人保護施設
シ 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８条第２２項に規定する介護保険施設
ス アからシまでに掲げるもののほか、社会福祉事業の用に供する施設として知事が認
めた施設

� 住宅地（都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第８条第１項第１号に規定する第一種
低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高
層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域をいう。）から５００
メートル以上離れていること。

� 前号に規定する住宅地以外の場所に所在する居住者のある住宅から５００メートル以上

離れていること。ただし、当該施設から５００メートルの範囲内にある住宅ごとに、その
住宅に居住する代表者から当該特定施設の設置等に関する合意が得られている場合は、
この限りでない。

� 政令第７条第１４号ロ及びハに掲げる施設にあっては、その埋立面積をおおむね２万平
方メートル以下又はおおむね１０年以内に埋立終了できる規模であること。
（周辺住民）
第１３条 条例第３６条の規則で定める範囲は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号
に定める距離以内の区域とする。
� 政令第７条第１４号に掲げる施設 当該施設の開口部の端から５００メートル
� 政令第７条第３号、第５号、第８号及び第９号から第１３号の２までに掲げる施設 当
該施設から５００メートル
附 則

１ この規則は、平成２１年４月１日から施行する。ただし、第７条並びに別記第６号様式及
び別記第７号様式の規定は同年６月１日から、第８条から第１３条までの規定は同年７月１
日から施行する。
２ 第７条第１項から第３項まで及び別記第６号様式の規定は、条例附則第４項に規定する
届出について準用する。
別記第１号様式（第２条関係）

（表）
道外産業廃棄物の道内搬入に係る事前協議書

年 月 日
北海道知事 様

道外排出事業者等 住所
氏名 印
�
�
�

法人にあっては、その名称及び主たる�
�
�事務所の所在地並びに代表者の氏名

電話番号
北海道循環型社会形成の推進に関する条例第２４条第１項の規定により、次のとおり協議します。

道外産業廃棄物の搬入の目的

道内に搬入しよう
とする道外産業廃
棄物

種類

数量 ｔ

性状

荷姿

道外産業廃棄物を 名称
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排出する事業場又
は中間処理施設

所在地
（電話番号） （ ）

道外産業廃棄物の排出の工程

道外産業廃棄物の搬入の期間 年 月 日から 年 月 日まで

道外産業廃棄物の
運搬の経路

経路

積替保管の有無

道外産業廃棄物の
処理の内容

処理の概要・工程

循環的な利用の区分 �
�
�

再使用・再生利用・熱回収・発電・�
�
�複合熱利用

循環的利用率 ％
※算出の根拠を示すこと。

他の法令で基準が定められている
場合は、その法令の名称及び率

（裏）

残さ発生率 ％
※算出の根拠を示すこと。

残さの処理の方法

再生品の利用の方法

当該道外産業廃棄物以外の廃棄物の混入を防止す
る方法

生活環境の保全のために講ずる措置の内容

道内におい
て道外産業
廃棄物の処
理を行う者

運
搬
１

氏名又は名称

住所又は主たる事務所の所在地
（電話番号） （ ）

北海道知事等の許可の年月日・
許可番号

年 月 日
第 号

運
搬
２

氏名又は名称

住所又は主たる事務所の所在地
（電話番号） （ ）

北海道知事等の許可の年月日・
許可番号

年 月 日
第 号

処
分

氏名又は名称

住所又は主たる事務所の所在地
（電話番号） （ ）

北海道知事等の許可の年月日・
許可番号

年 月 日
第 号

備考
１ 規則第２条第３項各号に掲げる書類を添付すること。
２ 不要の文字は、抹消すること。
３ 「道内において道外産業廃棄物の処理を行う者」の欄のうち、「運搬１」の欄には道外産業
廃棄物の道外から道内への搬入に係る運搬を行う者について、「運搬２」の欄には道外産業廃
棄物の道内における運搬を行う者について記載すること。

４ 「北海道知事等の許可の年月日・許可番号」の欄には、当該処理に係る許可の内容を記載す
ること。

５ 所定の欄に記載できない場合は、別紙に記載し、添付すること。
６ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
別記第２号様式（第３条関係）

道外産業廃棄物の道内搬入に係る変更協議書
年 月 日

北海道知事 様
道外排出事業者等 住所

氏名 印
�
�
�

法人にあっては、その名称及び主たる�
�
�事務所の所在地並びに代表者の氏名

電話番号
北海道循環型社会形成の推進に関する条例第２５条第１項の規定により、次のとおり協議します。

変更予定年月日 年 月 日

変 更 の 内 容

北 海 道 公 報 第
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変 更 の 理 由

備考
１ 規則第２条第３項各号に掲げる書類のうち変更しようとする内容に係る書類を添付すること。
２ 所定の欄に記載できない場合は、別紙に記載し、添付すること。
３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
別記第３号様式（第３条関係）

道外産業廃棄物の道内搬入に係る軽微変更届出書
年 月 日

北海道知事 様
道外排出事業者等 住所

氏名 印
�
�
�

法人にあっては、その名称及び主たる�
�
�事務所の所在地並びに代表者の氏名

電話番号
北海道循環型社会形成の推進に関する条例第２５条第３項の規定により、次のとおり届け出ます。

変 更 年 月 日 年 月 日

変 更 の 内 容

変 更 後 変 更 前

変 更 の 理 由

備考
１ 規則第２条第３項各号に掲げる書類のうち変更した内容に係る書類を添付すること。
２ 所定の欄に記載できない場合は、別紙に記載し、添付すること。
３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
別記第４号様式（第４条関係）

道外産業廃棄物の搬入及び処理に係る実績報告書
年 月 日

北海道知事 様
道外排出事業者等 住所

氏名 印
�
�
�

法人にあっては、その名称及び主たる�
�
�事務所の所在地並びに代表者の氏名

電話番号
北海道循環型社会形成の推進に関する条例第２６条の規定により、次のとおり報告します。

道外産業廃棄物を搬入した期間 年 月 日から 年 月 日まで

搬入した道外産業廃棄物
種類

数量 ｔ

道外産業廃棄物の処分先

道外産業廃棄物の処分の内容

循環的利用率（実績値）
�
�
�

再使用率・再生利用率・熱回収率・発電効率・�
�
�複合熱利用率

％

残さ発生率（実績値） ％

備考
１ この報告は、６月３０日までに、その年の３月３１日以前の１年間における道外産業廃棄
物の搬入について行うこと。
２ 不要の文字は、抹消すること。
３ 所定の欄に記載できない場合は、別紙に記載し、添付すること。
４ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
別記第５号様式（第６条関係）

（表）

４２北 海 道 公 報 第
��号平成２１年１月２３日（金曜日）



第 号

証 明 書

所属
職
氏名

年 月 日生

上記の者は、北海道循環型社会形成の推進に関する条例第３０条
及び第３５条の規定により立入検査をする者であることを証明しま
す。

年 月 日

北海道知事 印

（写真）

交付責任者の割印

（裏）

北海道循環型社会形成の推進に関する条例（抜粋）

（道外産業廃棄物の搬入又は処理に係る立入検査）
第３０条 知事は、この章の規定の施行に必要な限度において、そ
の職員に、道外排出事業者等又は受託産業廃棄物処理業者等の
事務所若しくは事業場、産業廃棄物若しくは産業廃棄物である
ことの疑いがある物を保管している場所、産業廃棄物の不適正
な処理が行われた土地その他の場所に立ち入り、帳簿書類その
他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度に
おいて産業廃棄物若しくは産業廃棄物であることの疑いのある
物を無償で収去させることができる。
２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証
明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認
められたものと解釈してはならない。
（産業廃棄物の保管に係る立入検査）
第３５条 知事は、第３１条の規定の施行に必要な限度において、そ

の職員に、事業者の事務所若しくは事業場、産業廃棄物若しく
は産業廃棄物であることの疑いがある物を保管している場所、
産業廃棄物の不適正な処理が行われた土地その他の場所に立ち
入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供す
るのに必要な限度において産業廃棄物若しくは産業廃棄物であ
ることの疑いのある物を無償で収去させることができる。
２ 第３０条第２項及び第３項の規定は、前項の規定による立入検
査について準用する。
第４１条 次の各号のいずれかに該当する者は、３０万円以下の罰金
に処する。
� 第３０条第１項又は第３５条第１項の規定による検査又は収去
を拒み、妨げ、又は忌避した者

第４２条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その
他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為
をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して
同条の刑を科する。

縦 １２０ミリメートル
横 ８０ミリメートル
別記第６号様式（第７条関係）

産業廃棄物保管場所届出書
年 月 日
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北海道知事 様
事業者 住所

氏名 印
�
�
�

法人にあっては、その名称及び主たる�
�
�事務所の所在地並びに代表者の氏名

電話番号
北海道循環型社会形成の推進に関する条例第３１条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。

保管の目的 積替え ・ 処分等

保管しようとする産
業廃棄物

種類

排出場所

保管の開始予定年月日 年 月 日

保管の場所の所在地

産業廃棄物の保管の
方法

保管の状況 屋内・屋外・その他（ ）

保管のための容器の使用の有無 有 ・ 無

保管の場所の面積 �

積替え又は処分等のための保管上限 �・ｔ

保管の高さ m

積替えのための保管の場合にあっては、当該保管の場
所における１日当たりの平均搬出量 �・ｔ／日

処分等のための保管の場合にあっては、当該産業廃棄
物の処理に係る施設の名称及び１日当たりの処理能力

名称（ ）
�・ｔ／日

産業廃棄物の処理の計画

保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先

備考
１ 規則第７条第２項各号に掲げる書類及び図面を添付すること。
２ 不要の文字は、抹消すること。
３ 所定の欄に記載できない場合は、別紙に記載し、添付すること。
４ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
別記第７号様式（第７条関係）

産業廃棄物保管場所変更等届出書
年 月 日

北海道知事 様
事業者 住所

氏名 印
�
�
�

法人にあっては、その名称及び主たる�
�
�事務所の所在地並びに代表者の氏名

電話番号
北海道循環型社会形成の推進に関する条例第３１条第２項の規定により、次のとおり届け出ます。

保管の場所の所在地

（変更・廃止）年月日 年 月 日

変 更 の 内 容

変 更 後 変 更 前

（変更・廃止）の理由

備考
１ 変更の場合にあっては、規則第７条第２項各号に掲げる書類及び図面のうち変更した内容に
係る書類又は図面を添付すること。

２ 不要の文字は、抹消すること。
３ 所定の欄に記載できない場合は、別紙に記載し、添付すること。
４ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

告 示

北海道告示第４５号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
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なお、この入札に係る調達は、１９９４年４月１５日マラケシュで作成された政府調達に関する
協定の適用を受ける。
平成２１年１月２３日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 入 札 に 付 す る 事 項
� 調達をする物品等の名称及び数量
ア パーソナルコンピュータ ２６２台
イ パーソナルコンピュータ １８台

� 調達をする物品等の仕様等 入札説明書による。
� 納 入 期 日 平成２１年３月２７日
� 納 入 場 所 入札説明書による。
� 電子入札に関する事項 この入札は、原則として、入札書その他の書類の提出

を電子入札システムを利用して行うこと。ただし、電子
入札システムにより難い場合は、事前の申込みにより、
紙の手続による参加を認める。

２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。

� 平成１９年北海道告示第１３号又は平成２０年北海道告示第４３号に規定する物品の購入の資
格を有すること。

� 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
３ 契 約 条 項 を 示 す 場 所
北海道総務部行政改革局総務業務センター

４ 入 札 執 行 の 日 時 等
� 入 札 開 始 日 時 平成２１年２月１６日（月）午前９時
� 入 札 書 提 出 締 切 日 時 平成２１年２月１７日（火）午後３時

ただし、紙により提出する場合で、持参によるときは、
次の開札場所に開札予定日時に提出すること。送付によ
るときは、郵便番号０６０－８５８８ 札幌市中央区北３条西
７丁目 北海道総務部行政改革局総務業務センターに平
成２１年２月１６日（月）まで必着とする。

� 開 札 場 所 北海道総務部行政改革局総務業務センター
� 開 札 予 定 日 時 平成２１年２月１８日（水）午後３時
５ 入 札 保 証 金
平成１６年北海道告示第４４８号の１の�及び�による。

６ 一連の調達契約に関する事項

この契約を含む一連の調達契約のうちの最初の契約に係る入札の公告
平成２０年１月１５日付け北海道告示第１７号

７ 入札説明書の交付に関する事項
� 交 付 場 所 電子入札システム上及び北海道総務部行政改革局総務

業務センター
� 交 付 方 法 �の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、Ａ４判用紙
が入る返信用封筒（あて先を明記したもの）及び重量
１００グラムに見合う郵便料金に相当する郵便切手又は国
際返信切手券を添えて、契約に関する事務を担当する組
織に申し込むこと。
また、北海道総務部行政改革局総務業務センターの
ホームページ（http : //www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/sgc/bpk/

contents/bdt.htm）においてダウンロードすることができ
る。

８ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
平成１６年北海道告示第４４８号の２の�のア及び３の�による。

９ 入 札 参 加 申 請 書 の 提 出
� 提 出 の 時 期 電子による場合は、平成２１年１月２３日から２月９日ま

でのうち、開庁日及び土曜日の午前８時から午後１１時ま
で。ただし、同年１月２３日は午前９時から、２月９日は
午後５時まで。
紙による持参の場合は、平成２１年１月２３日から２月９
日までのうち、日曜日及び土曜日を除き、毎日の午前９
時から午後５時まで。ただし、同年２月９日は午後３時
まで。
紙による送付の場合は郵便番号０６０－８５８８ 札幌市中
央区北３条西７丁目 北海道総務部行政改革局総務業務
センターに平成２１年２月６日必着とする。

� 提 出 場 所 電子入札システム上及び総務部行政改革局総務業務セ
ンター

１０ そ の 他
平成１６年北海道告示第４４８号の４の�、�、�、�及び�から�までによるほか、次に
よる。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
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� 名 称 北海道総務部行政改革局総務業務センター
� 所 在 地 郵便番号０６０－８５８８ 札幌市中央区北３条西７丁目

電話番号０１１－２０４－５０７６
１１ Summary

Ａ．Nature and quantity of the products to be procured :

ａ．Personal Computer 262

ｂ．Personal Computer 18

Ｂ．Bid tendering date and time : 3 : 00 P. M., February 17, 2009

(Mailed bids must arrive no later than February 16, 2009.)

Ｃ．Contact : General Service Administration Center, Bureau of Administrative and Financial

Reform, Department of General Affairs, Hokkaido Government Nishi 7-Chome, Kita 3-jo,

Chuo-ku, Sapporo, Hokkaido 060-8588 Japan

Phone : 011-204-5076

北海道告示第４６号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、北海土地改良区から、
次のとおり役員の退任の届出があった。
平成２１年１月２３日

北海道知事 高 橋 はるみ
退任年月日 理事・監事の別 氏 名 住 所
平成２１．１．１１ 理 事 伊 藤 仁 美唄市字茶志内５１９６番地１

北海道告示第４７号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、次のとおり土地改良区
の定款の変更を認可した。
平成２１年１月２３日

北海道知事 高 橋 はるみ
認可年月日 土地改良区名
平成２１．１．１３ 北竜土地改良区
同 門別土地改良区

北海道告示第４８号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項において準用する同法第８条第１
項の規定により、雄武町の行う土地改良（雄武中央地区維持管理）事業の施行の協議につい
て審査の結果、適当と決定した。

その関係書類は、北海道網走支庁に備え置いて、平成２１年１月２７日から２０日間、一般の縦
覧に供する。
平成２１年１月２３日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第４９号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、次のように保安林を指
定する予定である。
平成２１年１月２３日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 保安林予定森林の所在場所 函館市尾札部町１４３２から１４３５まで・１４５０・１４５１・１４５６

・１４６０・１４６１・２６４６から２６４８まで（以上１２筆について次
の図に示す部分に限る。）、１４３９の１、１４４０の３、１４６６、
１４６８

� 指 定 の 目 的 土砂の崩壊の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

２� 保安林予定森林の所在場所 虻田郡洞爺湖町大原１３４の７・１３７の５（以上２筆につ
いて次の図に示す部分に限る。）

� 指 定 の 目 的 土砂の崩壊の防備
� 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 主伐は、択伐による。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を関係支庁産業振興
部林務課並びに函館市役所及び洞爺湖町役場に備え置いて縦覧に供する。）
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北海道告示第５０号

農林水産大臣から、次のように保安林の指定施業要件を変更する予定である旨、森林法
（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第２９条の規定による通知があっ
た。
平成２１年１月２３日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 指定施業要件変更予定保安林

の所在場所
石狩郡当別町（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 水源のかん養
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 次の森林については、主伐は、択伐による。
当別町（次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

２� 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

沙流郡平取町（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
� 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法
� 次の森林については、主伐は、択伐による。
平取町（次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道水産林務部
林務局治山課及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。）
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